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各地方防衛局長 殿

地方協力局長

（公印省略）

自衛隊の施設として使用する土地等の賃借等の処理について（通知）

標記について、防衛省における自衛隊の施設の取得等に関する訓令（平成１９年

防衛省訓令第６６号）第３６条第１項の規定に基づき別紙のとおり定めたので通知

する。

なお、この通知の施行前に提出した自衛隊の施設として使用する土地等の賃借等

についての書類は、この通知の様式によるものとみなす。

また、現にある用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することがで

きる。

添付書類：別紙



別紙

自衛隊の施設として使用する土地等の賃借等の処理について

第１ 総則

自衛隊の施設として使用する土地等の使用並びに使用及び貸付解除に伴う補

償（水面の提供に伴う損失の補償を除く。）について、必要な事項を定めるも

のとする。

第２ 適用の範囲及び特例

この通知に定めのないものについては、関連する他の諸規則により、当該諸

規則に定めのないもの及びこの通知によることが適当でないと認められるもの

又は疑義があるものについては、地方協力局長に協議の上これを処理するもの

とする。

第３ 定義

この通知において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

（１）収用法 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）をいう。

（２）土地等 土地若しくは建物若しくはこれらに定着する物件をいう。

（３）関係人 土地等について所有権以外の権利を有する者をいう。

（４）使用 自衛隊が土地等を使用するため、契約により民公有（国以外の者の

所有をいう。以下同じ。）の土地等を賃（転）借することをいう。

（５）貸付解除 自衛隊の施設として使用する国有財産の上にある民公有の権利

を消滅し、又は制限することをいう。

（６）使用の廃止等 使用の開始前に使用を廃止し、又は変更することをいう。

第４ 都道府県知事、市町村長等の協力

地方防衛局長及び地方防衛支局長（長崎防衛支局長を除く。以下「地方防衛

局長等」という。）は、土地等の使用又は貸付解除に関する手続を行うとき

は、必要に応じて当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事、市町村長（都

の特別区の存する区域にあっては特別区長、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては当該市の区長を含む。以

下同じ。）及び当該国有財産を所管する各省各庁の地方支分部局の長の協力を

求めるものとする。



第５ 使用準備のための立入り

地方防衛局長等は、使用予定の土地等の測量又は調査のため、他人の占有する

土地等に立ち入る必要があるときは、当該土地等の占有者の同意を得なければ

ならない。

第６ 障害物の伐除

１ 地方防衛局長等は、使用予定の土地等の測量又は調査を行うに当たり、やむ

を得ず障害となる植物、垣、さく等（以下「障害物」という。）を伐除しよう

とするとき、又は当該土地に試掘若しくは試すい若しくはこれに伴う障害物の

伐除（以下「試掘等」という。）を行おうとするときは、あらかじめ、付紙様

式第１による障害物伐除（試掘等）承認及び立会要請書を送付し、当該土地等

の所有者及び占有者の同意を得なければならない。

２ 前項の同意が得られないときは、収用法第１４条第１項の規定によるものと

する。

第７ 使用の通知

１ 地方防衛局長等は、自衛隊の施設として土地等を使用しようとするときは、

遅滞なく、当該土地等の引渡予定月日を定め、付紙様式第２による土地等使用

通知書により、所有者及び占有者に当該土地等を使用する旨を通知するととも

に、付紙様式第３による土地等使用承諾書により所有者及び占有者の同意を求

めなければならない。

２ 前項の引渡予定月日は、土地等の使用により労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）第２０条の規定による解雇予告をする必要があると予想されるとき

は、３０日以前に事業主が従業員に対して解雇予告をすることができるよう定

めなければならない。

３ 地方防衛局長等は、第１項の場合において、所有者及び占有者の住所若しく

はその所在が不明なときは、当該土地等の所在地の時事に関する事項を掲載す

ることを目的とする日刊新聞紙及び地方防衛局長等の定める掲示の方法をもっ

て公告しなければならない。

４ 地方防衛局長等は、第１項の規定により土地等の使用につき所有者又は占有

者の同意を得たときは、遅滞なく、その他の関係人（過失がなく知ることがで

きない者を除く。）に対して通知するとともに、必要があるときは前項の規定

に準じて公告しなければならない。



第８ 使用の廃止等

地方防衛局長等は、第７の規定により土地等の使用の通知又は公告をした

後、当該土地等の使用の廃止等が決定したときは、その所有者及び関係人に対

し、付紙様式第４による土地等使用廃止等通知書によりその旨を通知しなけれ

ばならない。

第９ 貸付解除の手続

地方防衛局長等は、貸付解除をする必要があるときは、第２０に定めるとこ

ろにより損失に対する補償を行った後、第５８の規定による通報とともに、そ

れらの消滅又は制限について必要な措置を当該国有財産を所管する関係各省庁

の地方支分部局の長に依頼するものとする。

第１０ 個別払の原則

損失の補償は、土地等の所有者及び関係人に各人別にしなければならない。

ただし、各人別に見積もることが困難であるときは、この限りではない。

第１１ 損失補償の方法及び評価の基準

損失の補償は、原則として金銭をもってするものとし、賃（転）借料及び補

償額の算定は、駐留軍ノ用ニ供スル土地等ノ損失補償等要綱（昭和２７年７月

４日閣議了解。以下「要綱」という。）及びその関係評価基準（以下「評価基

準」という。）の例による。

第１２ 土地等の賃（転）借料

地方防衛局長等は、土地等の使用の対価として、その土地等及び近傍類似の

土地等の地代、家賃等を考慮して要綱及び評価基準の例により算定した賃

（転）借料を支払わなければならない。

第１３ 残存財産の損失の補償

地方防衛局長等は、同一の所有者に属する一団の土地等の一部を使用するこ

とによって、残存財産の価格が減じ、その他残存財産に関して損失が生じたと

きは、所有者又は関係人の請求により、その損失を補償しなければならない。

第１４ 残存財産の工事費用の補償

地方防衛局長等は、同一の所有者に属する一団の土地等の一部を使用するこ

とによって、残存財産に通路、溝、垣、さくその他の工作物の新築、改築、増



築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要があると認めるときは、所有

者又は関係人の請求により、これに要する費用を補償しなければならない。

第１５ 移転料の補償

地方防衛局長等は、使用する土地等に使用しない物件があるときは、その物

件の移転料を補償してこれを移転させなければならない。この場合において、

移転される物件が分割されることになり、その全部を移転しなければ従来利用

していた目的に供することが著しく困難となるときは、所有者又は関係人の請

求により、この物件の全部の移転料を補償して、当該物件全部を移転させるこ

とができる。

第１６ 通常受ける損失の補償

地方防衛局長等は、第１３から第１５までの規定による損失の補償のほか、

使用することによって所有者又は関係人が通常受ける損失を補償しなければな

らない。

第１７ 測量、調査等による損失の補償

地方防衛局長等は、第５第１項又は第６第１項の規定による同意を得て、土

地等に立ち入って測量し、調査し、障害物を伐除し、又は土地に試掘等を行う

ことによって損失を生じたときは、当該土地等の所有者又は関係人の請求によ

り、その損失を補償しなければならない。

第１８ 使用の廃止等による損失の補償

地方防衛局長等は、第７の規定による使用の通知又は公告をした後、使用の

廃止等をしたことによって損失を生じたときは、当該土地等の所有者又は関係

人の請求により、その損失を補償しなければならない。

第１９ 隣接財産の損失の補償

地方防衛局長等は、土地等を使用することにより、当該土地等及び残存財産

以外の土地等について、通路、溝、垣、さくその他の工作物の新築、改築、増

築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要があると認めるときは、その

工事を必要とする者の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償し

なければならない。

第２０ 貸付解除による損失の補償



地方防衛局長等は、貸付解除により損失が生じたときは、当該国有財産の上

に権利を有する者の請求により、その損失を補償しなければならない。

第２１ 工事の代行による補償

１ 地方防衛局長等は、第１４に規定する場合において、土地等の所有者又は関

係人が補償金の全部又は一部の支払に代えて防衛省が当該工事を行うことを請

求するとき、又は第１９に規定する場合において、工事を必要とする者が工事

に用する費用の全部又は一部の補償に代えて防衛省が当該工事を行うことを請

求するときは、付紙様式第５による残存財産等の工事代行請求書を提出させる

ものとする。

２ 地方防衛局長等は、前項の規定により残存財産等の工事代行請求書を提出さ

せた場合には、これを調査し、その請求が相当であると認めるときは、工事の

方法、工事の経費その他必要と認める参考事項、意見等を付して地方協力局長

に協議しなければならない。

３ 地方防衛局長等は、前項の協議の結果、地方協力局長の承認を受けたとき

は、付紙様式第６による残存財産等の工事代行承認書により土地等の所有者若

しくは関係人又は工事を必要とする者に、それぞれ通知しなければならない。

第２２ 移転の代行による補償

１ 地方防衛局長等は、第１５に規定する場合において、土地等の所有者又は関

係人が指定期日内に移転困難な理由があって移転の代行を希望するときは、付

紙様式第７による移転の代行請求書を提出させるものとする。

２ 第２１第２項及び第３項の規定は、前項の規定により移転の代行請求書を提

出させた場合について準用する。この場合において、第２１第３項中「残存財

産等の工事代行承認書」とあるのは「移転の代行承認書」と読み替えるものと

する。

第２３ 宅地の造成

１ 地方防衛局長等は、第１５の場合において、土地等の所有者又は関係人が補

償金の一部の支払に代えて宅地の造成を希望するときは、付紙様式第８による

宅地の造成請求書を提出させるものとする。

２ 第２１第２項及び第３項の規定は、前項の規定により宅地の造成請求書を提

出させた場合について準用する。この場合において、第２１第３項中「残存財

産等の工事代行承認書」とあるのは「宅地の造成承認書」と読み替えるものと

する。



第２４ 土地等調書

１ 地方防衛局長等は、第７第１項の規定により土地等の使用につき所有者又は

占有者の同意を得たときは、土地等調書作成日に所有者又は関係人の立会いの

上、現状を確認し、各所有者又は関係人ごとに、付紙様式第９による土地等調

書及び付紙様式第１０による土地明細書、付紙様式第１１による建物工作物明

細書又は付紙様式第１２による動産目録を作成し、これに所有者又は関係人の

記名を求めなければならない。

２ 地方防衛局長等は、前項の場合において、所有者又は関係人が、土地等調書

の作成に立ち会うことができないため、やむを得ず代理人に代行させるとき

は、当該所有者又は関係人の委任状を提出させるものとする。

３ 地方防衛局長等は、第１項の場合において、所有者又は関係人が立会いを拒

否したとき、又は立会いができないときは、付紙様式第１３による土地等調書

作成立会依頼書により当該土地等の所在地を管轄する市町村長に依頼して市町

村の職員の立会いを求めなければならない。

４ 地方防衛局長等は、前項の規定により市町村の職員の立会いを求めて土地等

調書を作成したときは、遅滞なく、立会いをしなかった所有者又は関係人にそ

の謄本を交付しなければならない。

５ 地方防衛局長等は、土地等調書の作成に立ち会わなかった所有者又は関係人

から土地等調書の記載事項が真実に反している旨の異議の申出があったとき

は、付紙様式第１４による土地等調書記載事項異議申出書を提出させ、その要

旨を当該土地等調書に記入しなければならない。

第２５ 土地等調書に添付すべき書類

土地等調書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

（１） 土地にあっては、登記事項証明書及び現場実測図面並びに必要があると

きは現場写真

（２） 建物にあっては、登記事項証明書及び図面（配置図及び平面図並びに必

要があるときは立面図、断面図及び現場写真）

（３） 土地等の所有者又は関係人から委任を受けた者が立ち会うときは、その

委任状

（４） 土地等の所有者と使用者が異なるため、又は債権者がいるため、損失補

償金、賃（転）借料等の受領権者が異なることがあるときは、当該受領権

者の氏名及び住所を記載した書類

（５） 当該土地等に質権又は抵当権が設定してあるときは、債務額、質権又は



抵当権の範囲並びに質権者又は抵当権者の氏名及び住所を記載した書類

第２６ 土地等調書等作成上の注意事項

地方防衛局長等は、土地等調書、建物工作物明細書、土地明細書及び動産目

録の作成に当たり、次の各号に掲げる事項について詳細に調査の上、各明細書

の備考欄にこれをそれぞれ記入しておくものとする。

（１） 土地については、形状、使用開始前の用途及び地上物件（立木及び橋、

溝その他の工作物）

（２） 建物、工作物及び設備については、使用開始前の用途、建設年月日、形

質及び破損、汚損等の状態

（３） 動産については、製作年月日（美術品については製作者）、形質及び破

損、汚損等の状態

第２７ 賃借料算定調書

賃（転）借料は、賃（転）借する土地等の種類に応じ、次の各号に定める賃

借料算定調書等の案を作成の上、算定するものとする。

（１） 土地（農地及び営業用土地を除く。）については、付紙様式第１５によ

る土地（宅地、山林、原野、その他（農地を除く。））賃借料算定調書

（２） 農地については、付紙様式第１６による農地賃借料算定調書及び付紙様

式第１７による農業所得算出調書

（３） 建物、工作物及び設備（営業用倉庫及び自家用倉庫を除く。）について

は、付紙様式第１８による建物（工作物）賃借料算定調書

（４） 動産については、付紙様式第１９による動産賃借料算定調書

（５） 営業用倉庫については、付紙様式第２０による営業用倉庫賃借料算定調

書

（６） 自家用倉庫については、付紙様式第２１による自家用倉庫賃借料算定調

書

（７） 野積場については、付紙様式第２２による野積場賃借料算定調書

第２８ 土地等補償調書の作成

１ 地方防衛局長等は、土地等の所有者又は関係人が受ける使用及び貸付解除に

伴う損失について、補償する必要があると認めたとき、又は所有者若しくは関

係人から損失補償の請求があったときは、土地等調書作成後、所有者又は関係

人と協議して付紙様式第２３による土地等補償調書を作成して、これに損失の

内容に応じ、次の各号に定める補償明細書を添付しなければならない。



（１） 要綱第１３条第１号の農作物に該当する立毛については、付紙様式第２

４による農作物補償明細書

（２） 要綱第１３条第２号又は第１４条第５号に該当する永年生作物について

は、付紙様式第２５による永年生作物補償明細書

（３） 要綱第１３条第３号に該当する採草地、放牧地における牧草、落葉につ

いては、付紙様式第２６による牧草、落葉補償明細書

（４） 要綱第１３条第４号に該当する特産物については、付紙様式第２７によ

る特産物補償明細書

（５） 要綱第１４条又は第１５条に該当する立木竹については、付紙様式第２

８による立木竹補償明細書

（６） 要綱第１６条又は第１７条に該当する建物、工作物又は設備について

は、付紙様式第２９による建物（工作物及び設備）補償明細書

（７） 要綱第１８条に該当する動産については、付紙様式第３０による動産移

転補償明細書

（８） 要綱第１９条に該当する移転旅費については、付紙様式第３１による移

転旅費補償明細書

（９） 要綱第２２条又は第２３条に該当する休業補償については、付紙様式第

３２による休業補償明細書

（１０） 要綱第２４条に該当する休業手当については、付紙様式第３３による

休業手当補償明細書

（１１） 要綱第２５条又は第２６条に該当する解雇予告手当又は退職手当につ

いては、付紙様式第３４による解雇予告手当及び退職手当補償明細書

（１２） 要綱第２７条に該当する仕掛品については、付紙様式第３５による仕

掛品補償明細書

（１３） 要綱第２８条に該当する固定経費については、付紙様式第３６による

固定経費補償明細書

（１４） 要綱第２１条、第２９条、第５１条から第５４条まで及び第５８条第

１号に該当する損失の補償については、それぞれの内容に応じて前各号の

補償明細書の様式中類似するものを準用した補償項目及び補償内容を記入

する補償明細書

２ 前項第１４号に掲げる補償明細書には、特に次の各号に掲げる事項を明らか

にしておくものとする。

（１） 要綱第５１条に該当する仮住居費については、移転のため通常必要とす

る仮住居の期間（住宅については３月以内、移舎については必要期間）及

び仮住居の地代、家賃等



（２） 要綱第５２条に該当する通路、水路の移転費については、通行不能とな

った状況、袋路を生じた状況、用排水路の利用不能となった状況並びに通

路又は水路の路線の変更又は新設に要する工事の費用及び仕様（工事の明

細を表わす図面を添付すること。）

（３） 要綱第５３条に該当する祭祠費については、祭祠費の必要性、その内容

及び地方慣行の実例

第２９ 土地等補償調書に添付すべき書類

貸付解除に伴う損失補償については、当該国有財産の使用収益開始時から最

終期までの賃貸借契約書、許可された一時使用認可書等国有財産を適法に使用

収益した根拠となる資料及びこれに対応する使用料、貸付料等の領収書又はこ

れらに準ずるものの写し等を土地等補償調書に添付しなければならない。

第３０ 分割物件全部移転補償調書の作成

１ 地方防衛局長等は、第１５後段の規定による物件全部の移転料の補償につい

て、当該物件の所有者又は関係人から請求があったときは、付紙様式第３７に

よる分割物件全部移転請求書を提出させるものとする。

２ 地方防衛局長等は、前項の規定により分割物件全部移転請求書を提出させた

場合には、遅滞なく、これを審査し、当該物件全部を移転しなければ従来の利

用していた目的に供することが著しく困難であると認めたときは、付紙様式第

３８による分割物件全部移転補償調書及び第２８第１項各号に掲げる補償明細

書に準じた補償明細書を作成しなければならない。

第３１ 残存財産損失補償調書の作成

１ 地方防衛局長等は、所有者又は関係人から第１３の規定による残存財産の損

失の補償の請求があったとき、又は第１４の規定による工事費用の請求があっ

たときは、付紙様式第３９による残存財産の損失補償請求書を提出させるもの

とする。

２ 地方防衛局長等は、前項の規定により残存財産の損失補償請求書を提出させ

た場合には、遅滞なく、これを審査し、損失の補償及び工事費用の補償をする

必要があると認めたときは、付紙様式第４０による残存財産補償調書及び第２

８第１項各号に掲げる補償明細書に準じた補償明細書を作成しなければならな

い。

第３２ 測量（調査）による損失補償調書の作成



１ 地方防衛局長等は、第１７の規定による測量、調査等による損失の補償につ

いて、土地の所有者又は関係人から損失補償の請求があったときは、付紙様式

第４１による測量（調査）による損失補償請求書を提出させるものとする。

２ 地方防衛局長等は、前項の規定により測量（調査）による損失補償請求書を

提出させた場合には、遅滞なく、これを審査し、損失補償をする必要があると

認めたときは、付紙様式第４２による測量（調査）による損失補償調書及び第

２８第１項各号に掲げる補償明細書に準じた補償明細書を作成しなければなら

ない。

第３３ 使用の廃止等による損失補償調書の作成

１ 地方防衛局長等は、第１８の規定による使用の廃止等による損失の補償につ

いて、土地等の所有者及び関係人から損失補償の請求があったときは、付紙様

式第４３による使用の廃止等による損失補償請求書を提出させるものとする。

２ 地方防衛局長等は、前項の規定により使用の廃止等による損失補償請求書を

提出させた場合には、遅滞なく、これを審査し、損失補償をする必要があると

認めたときは、付紙様式第４４による使用の廃止等による損失補償調書及び第

２８第１項各号に掲げる補償明細書に準じた補償明細書を作成しなければなら

ない。

第３４ 隣接財産の損失補償調書の作成

１ 地方防衛局長等は、第１９の規定による隣接財産の損失の補償について、工

事を必要とする者から工事費用の補償の請求があったときは、付紙様式第４５

による隣接財産の損失補償請求書を提出させるものとする。

２ 地方防衛局長等は、前項の規定により隣接財産の損失補償請求書を提出させ

た場合には、遅滞なく、これを審査し、付紙様式第４６による隣接財産の損失

補償調書及び第２８の１各号に掲げる補償明細書に準じた補償明細書を作成し

なければならない。

第３５ 土地等損失補償評価調書の作成

地方防衛局長等は、土地等補償調書その他の補償調書、要綱及び評価基準に

準じる付紙様式第４７による土地等損失補償評価調書の案を作成し、損失補償

額を算定するものとする。

第３６ 損失補償額等の決定

１ 地方防衛局長等は、賃借料算定調書の案及び土地等損失補償評価調書の案を



作成したときは、必要に応じ防衛施設地方審議会に諮問（地方防衛支局（長崎

防衛支局を除く。）の事務に係る諮問は、各地方防衛局長が行う。次項におい

て同じ。）の上、賃（転）借料又は損失補償額を決定するものとする。

２ 地方防衛局長等は、前項の規定により諮問した防衛施設地方審議会から地方

防衛局長等が作成した内容と異なる答申を受けたときは、関係書類に地方防衛

局長等の意見を付して地方協力局長に申請し、承認を受けなければならない。

第３７ 協議

地方防衛局長等は、特殊異例にわたるもの又は地方協力局長が個別に指定す

る事案の処理については、地方協力局長に協議しなければならない。

第３８ 賃（転）貸借契約

地方防衛局長等は、民公有の土地等を自衛隊の施設として使用するときは、

原則として、所有者又は関係人と賃（転）貸借契約を締結して処理するものと

する。

第３９ 帰属不明の土地等

１ 地方防衛局長等は、土地等を自衛隊の施設として使用することが決定された

後、調査等を行っても所有権の帰属が不明なとき、又は所有者若しくは関係人

の所在が知れないときは、地方協力局長へ照会しなければならない。

２ 地方協力局長は、前項の規定により照会を受けたときは、関係部局と協議を

行い、その結果を地方防衛局長等へ回答するものとする。

第４０ 契約書の様式

賃（転）貸借契約は、付紙様式第４８による土地建物等賃貸借契約書又は付

紙様式第４９による土地建物等転貸借契約書（以下「賃（転）貸借契約書」と

いう。）によるものとする。

第４１ 改定契約

１ 地方防衛局長等は、賃（転）貸人の変更若しくはその住所の変更、賃借料の

改定その他契約の内容を変更する必要があると認めるときは、直ちに付紙様式

第５０による改定契約書により契約の改定を行わなければならない。

２ 改定契約書は、原契約書と一体的に保存するとともに、賃（転）貸人にも保

存させるように処置しなければならない。



第４２ 契約の手続

１ 地方防衛局長等は、賃（転）貸借契約を締結しようとするときは、必要事項

を記入し、記名押印した賃（転）貸借契約書の案２部を付紙様式第５１による

契約締結依頼書をもって所有者又は関係人に送付し、その記名押印を求め、そ

の１部を徴さなければならない。

２ 地方防衛局長等は、賃（転）貸借契約書第４条及び第１１条から第１４条ま

での補償について損失補償額を決定したときは、付紙様式第５２による損失補

償額決定通知書により所有者又は関係人に通知し、付紙様式第５３による損失

補償額同意書を徴するものとする。

３ 前項の損失補償額同意書は、原則として賃（転）貸借契約書の案の送付と同

時に送付し、賃（転）貸借契約書を徴するとき、同時に徴するものとする。

第４３ 異議のある場合の処置

１ 地方防衛局長等は、契約の相手方が賃（転）借料に異議があって契約締結に

応じない場合又は損失補償額の決定額に同意しない場合で、当該金額が地方防

衛局長等限りで決定されたものであるときは、関係書類に相手方の希望条件及

び地方防衛局長等の意見を付して地方協力局長に協議しなければならない。

２ 地方防衛局長等は、当該金額が第３６第２項の規定による承認又は前項の規

定による協議の結果決定されたものであるときは、契約の相手方に付紙様式第

５４による賃借料（補償額）再審査要求書を提出させるものとする。

３ 地方防衛局長等は、前項の規定により賃借料（補償額）再審査要求書を提出

させたときは、改めて書類審査又は実地調査をし、賃（転）借料又は損失補償

額に修正の必要を認めたときは、修正賃借料算定調書の案又は修正土地等損失

補償評価調書の案に賃借料（補償額）再審査要求書、土地等調書等関係書類の

写しを添え、地方防衛局長等の意見を付して地方協力局長に協議しなければな

らない。

４ 地方協力局長は、前項の規定による協議を受けたときは、その内容を審査し

改めて賃（転）借料又は損失補償額を決定し、地方防衛局長等に通知する。

５ 地方防衛局長等は、前項の通知を受けたときは、再審査の要求をした者に通

知した後、第４２に準じて処理しなければならない。

第４４ 契約書の作成部数

１ 地方防衛局長等は、賃（転）貸借契約書４部（原本２部、謄本２部）を作成

し、原本は、担当課及び賃（転）貸人がそれぞれ１部を保有し、謄本２部は、

支出官に送付しなければならない。



２ 前項の規定は、改定契約書及び第５７の１に規定する損失補償契約書につい

て準用する。

第４５ 動産契約の特例

１ 地方防衛局長等は、前金払をすることができない動産について賃（転）貸借

契約を締結しようとするときは、賃（転）貸借契約書中第６条第２項ただし

書、同条第４項及び第７条第３項を削除しなければならない。

２ 地方防衛局長等は、賃（転）貸借契約を締結しようとする土地等の中に前金

払をすることができない動産があるときは、当該動産以外の土地等と別に賃

（転）貸借契約を締結しなければならない。

第４６ 記載要領

地方防衛局長等は、賃（転）貸借契約書の各葉に割印をするものとし、同契

約書中に削除すべき箇所があるときは、削除、押印しなければならない。

第４７ 契約追加条項

地方防衛局長等は、賃（転）貸借契約書に記載された条項のほか、特に追加

を要する契約条項があると認めるときは、その案を作成し、理由を付して地方

協力局長に協議しなければならない。

第４８ 権利の存続

地方防衛局長等は、使用しようとする土地等にある使用収益権について、こ

れを制限又は消滅する必要がないときは、付紙様式第５５による土地等の上に

ある権利存続申請書を提出させ、付紙様式第５６による土地等の上にある権利

存続同意書を交付しなければならない。

第４９ 承諾書

１ 地方防衛局長等は、使用しようとする土地等にある契約の相手方以外の権利

者の権利を制限又は消滅する必要があるときは、契約の相手方をして当該権利

者から付紙様式第５７による承諾書、付紙様式第５８による所有者承諾書又は

付紙様式第５９による権利者承諾書を徴させ、これを賃（転）貸借契約書に添

付しておかなければならない。

２ 前項の承諾書は、賃（転）貸借契約書の案と同時に送付し、記名を求めた上

で徴するものとする。



第５０ 賃借料等の支払のための措置

１ 地方防衛局長等は、賃借料支払のため、支出負担行為書（賃（転）貸借契約

書及び賃借料算定調書を含む。）に付紙様式第６０による財産使用確認書（前

金払のときは、付紙様式第６１による財産使用見込書）を添付して支出官に送

付しなければならない。

２ 地方防衛局長等は、土地等の損失補償金の支払のため支出負担行為書（損失

補償額決定通知書及び損失補償額評価調書を含む。）に所有者又は関係人の同

意書を添付して支出官に送付しなければならない。

第５１ 土地等の受領

１ 地方防衛局長等は、賃（転）貸借契約を締結したときは、所定の引渡期日に

賃（転）貸人をして当該土地等を明け渡させ、現状確認の上、これを受領した

後、国に引き渡さなければならない。

２ 地方防衛局長等は、賃（転）貸人が、所定の引渡期日に土地等を引き渡すこ

とができない場合には、付紙様式第６２による財産引渡期日延期申請書を提出

させた上、その理由を調査し、事情やむを得ないと認めたときは、引渡期日を

延期するものとし、その旨を付紙様式第６３による財産引渡期日延期申請承認

書により賃（転）貸人に通知するものとする。

第５２ 改定契約の手続

第４２第１項の規定は、改定契約を締結しようとする場合について準用す

る。この場合において、同項中「賃（転）貸借契約書」とあるのは「改定契約

書」と、「付紙様式第５１による契約締結依頼書」とあるのは「付紙様式第６

４による改定契約依頼書」とそれぞれ読み替えるものとする。

第５３ 形質変更

地方防衛局長等は、土地等の賃（転）貸借期間中に、自衛隊がその全部又は

一部を除却し、増築し、改築し、その他形質変更し、又は立木等を伐除すると

きは、あらかじめ所有者又は関係人に付紙様式第６５による土地建物等形質変

更通知書により通知し、付紙様式第６６による土地建物等形質変更通知受領書

を徴さなければならない。

第５４ 権利の変動等

１ 地方防衛局長等は、その承認を得て所有者が賃貸物件を第三者に譲渡したと

きは、賃（転）貸人をして譲受人の付紙様式第６７による賃（転）貸借契約承



継に関する同意書を取り付けさせて、これを徴さなければならない。

２ 地方防衛局長等は、賃（転）貸人が住所を変更したときは、直ちにその旨を

賃（転）貸人に届け出させるものとする。

第５５ 契約の更新

地方防衛局長等は、賃（転）貸借契約書第５条第１項の規定により賃（転）

貸借契約を更新する必要が生じたときは、賃（転）貸人に対し、付紙様式第６

８による賃（転）貸借契約期間更新依頼書を送付し、付紙様式第６９による契

約更新承諾書によりその了承を得なければならない。

第５６ 賃（転）貸借契約の終了

地方防衛局長等は、所有者又は関係人に対する土地等の指定引渡期日の満了

をもって賃（転）貸借契約を解約するものとする。ただし、指定引渡期日前に

引渡しを完了したときは、賃（転）貸人と協議の上、その引渡日の満了をもっ

て契約を解約するものとする。

第５７ 損失補償契約

１ 地方防衛局長等は、貸付解除に伴う損失の補償、使用の廃止等による損失の

補償、測量、調査等による損失の補償、隣接財産の損失の補償等賃（転）貸借

契約に基づくもの以外の損失の補償をするときは、付紙様式第７０による土地

等損失補償契約書により損失補償契約を締結しなければならない。

２ 第４２第１項及び第４３の規定は、前項の土地等損失補償契約を締結しよう

とする場合について準用する。この場合において、第４２第１項中「賃（転）

貸借契約書」とあるのは「損失補償契約書」と、「付紙様式第５１による契約

締結依頼書」とあるのは「付紙様式第７１による損失補償契約締結依頼書」

と、第４３第１項中「賃（転）借料」とあるのは「損失補償額」とそれぞれ読

み替えるものとする。

第５８ 貸付解除に伴う損失補償の通報

地方防衛局長等は、国有財産の上に権利を有する者に貸付解除に伴う損失の

補償をしたときは、当該財産を所管する各省庁の地方支分部局を通じ各省庁の

長に対し、損失補償契約書の謄本を添え、補償を行った旨を通報しなければな

らない。



付紙様式第１（第６関係）

文 書 番 号

発簡年月日

所有者又は占有者 殿

防衛局長

防衛支局長

障害物伐除（試掘等）承認及び立会要請書

自衛隊の施設として使用する準備のため、貴殿所有（占有）の土地等

にある障害物を下記により伐除したい
ので、その承認及び立会いをお願いします。

の試掘等を下記により行いたい

記

１ 伐除（試掘等）及び立会いの日時

２ 障害物の所在する地点（試掘等を行う地点）

３ 障害物（試掘等に必要な土地）の種類及び数量

４ 伐除（試掘等）に従事する職員の官職氏名

注： 用途により不要の文字を消すこと。



付紙様式第２（第７関係）

文 書 番 号

発簡年月日

殿

防衛局長

防衛支局長

土地等使用通知書

今般、貴殿の土地等を自衛隊の施設として使用することになったので、下記によ

る土地等の使用について承諾願いたく通知します。

なお、当該土地が使用されることにより生ずる損失については、駐留軍ノ用二供

スル土地等ノ損失補償等要綱（昭和２７年７月４日閣議了解）の例により貴殿に補

償します。

おって、本件承諾の上は同封の土地等使用承諾書に記名の上当局宛て回答される

とともに土地等調書作成の日には立会いをお願いします。

記

１
使用予定の土地等
の 所 在 地

２
使用予定の土地等
の 種 類 及 び 範 囲

３
使用開始（引渡）

年 月 日予 定 年 月 日

４
使 用 の 条 件
そ の 他 の 記 事

５
土 地 等 調 書 作 成

年 月 日予 定 年 月 日

６
土 地 等 調 書 作 成
のための立会場所

７
土地等調書を作成
する職員の官職氏名

８
そ の 他 参 考
と な る 事 項



付紙様式第３（第７関係）

年 月 日

殿

所有者（占有者）住所

氏名

土地等使用承諾書

年 月 日付け（文書番号）をもって申越しの件については、異議

なく、同意する。

おって、土地等調書作成の日には が立会いをする。

なお、私の所有に係る土地等の上にある権利及び権利者は、下記のとおりであ

る。

記

権利の種類 権利者の住所氏名



付紙様式第４（第８関係）

文 書 番 号

発簡年月日

所有者又は占有者 殿

防衛局長

防衛支局長

土地等使用廃止等通知書

年 月 日（文書番号）をもって、自衛隊の施設として使用するた

めの通知をした貴殿の に属する土地等は、都合により、下記のとおり使

用を廃止（変更）されることに決定したので通知します。

なお、使用の廃止等により損失を受けた場合には、別添使用廃止等による損失補

償請求書により損失補償の請求をしてください。

記

１ 使用予定の土地等の所在地

２ 使用予定の土地等の種類及び範囲

３ 使用を廃止（変更）された土地等の種類及び範囲

４ その他参考となる事項

添付書類： 使用廃止等による損失補償請求書



付紙様式第５（第２１関係）

年 月 日

防衛局長
殿

防衛支局長

請求者住所

氏名

残存財産等の工事代行請求書

自衛隊の施設として使用するため、賃貸した私有地の土地等の残存財産の補償金

の全部（又は一部）の支払に代えて、下記により当該工事の代行を請求する。

記

使 用 年 月 日

所在地

一団の 区分 貸 借 土 地 等 工 事 を 必 要 と す る

土地等 数 量 形状等仕様の概要 残 存 （ 隣 接 ） 財 産

の表示 種類 数 量 形状等仕様の概要

土 地

建 物

工事代行を請

求する理由

当該工事態様

補償金額又は

見 積 金 額

工事に充てる

金 額

その他参考と

な る 事 項

注： 隣接財産の工事代行については、「賃貸した私所有の土地等の残存財産」を

「国が賃借した土地等の隣接財産」と書き換えること。



付紙様式第６（第２１関係）

文 書 番 号

発簡年月日

請求者 殿

防衛局長

防衛支局長

残存財産等の工事代行

移 転 の 代 行 承認書

宅 地 の 造 成

残存財産の工事代行

年 月 日請求の
隣接財産の工事代行

については、これを承認す

る。
移 転 の 代 行

宅地の造成の代行

注： 用途により不要の文字を消すこと。



付紙様式第７（第２２関係）

年 月 日

防衛局長
殿

防衛支局長

請求者住所

氏名

移転の代行請求書

自衛隊の施設として使用するため賃貸される私の に属する土地等に

ある物件は、下記により移転補償の支払に代えて移転の代行を請求する。

記

明 渡
使用通知年月日

年 月 日

所 在 地

使用さ 区分
数量 仕 様 の 概 要 そ の 他 現 場 説 明 備 考

れる土 種類

地等の

表 示

区分移
数量 仕 様 の 概 要 そ の 他 現 場 説 明 備 考

転 種類

物

件

移転の代行を請求する理由

その他参考となる理由



付紙様式第８（第２３関係）

年 月 日

防衛局長
殿

防衛支局長

請求者住所

氏名

宅地の造成請求書

自衛隊の施設として使用するため賃貸される土地等の補償金の一部の支払に代え

て下記により宅地の造成を請求する。

記

使用通知年月日 明渡年月日

使用さ 所 在 地

れる土 用途及び数量

地等の 形状の大要

表 示

移 転 種 類

数量（建築面積・

延べ面積）

建 物 形状（構造等）

地 番

移転先 地目及び現状

地 積

宅地造成の必要

な理由

補償金額又は見

積額

宅地造成に充て

る金額

その他参考とな

る事項



付紙様式第９（第２４関係）

文 書 番 号

発簡年月日

土 地 等 調 書

防衛局長

防衛支局長
は、自衛隊の施設として使用する土地等をその所有者（関

係人） と協議し、その土地等が別紙明細書のとおり使用されることを

双方が確認したので、これを証するためこの調書を作成し、各自所持する。

年 月 日

防衛局長

防衛支局長

所有者又は関係人

住所

氏名

調書作成担当者

所属官職

氏名

立会人

住所

氏名



付紙様式第１０（第２４関係）

土 地 明 細 書

所 在 地

所 有 者 住 所

氏 名

面積（公簿面積。た

だし、一部使用のあ

るものはその実測面

積を含む。）

権 利 者 住 所

氏 名

権利の種類及び内容

登 記 の 有 無

登 記 者 及 び 続 柄

登 記 年 月 日

登 記 番 号

（図面添付）

地 番 地 目 面 積 国有民公有の別 備 考



付紙様式第１１（第２４関係）

建 物 工 作 物 明 細 書

所 在 地

延 べ 面 積

敷 地所 有者住 所

氏 名

地 番 及 び 地 目

敷 地 面 積

権 利 者 住 所

氏 名

権利の種類及び内容

登 記 の 有 無

登 記 者 及 び 続 柄

登 記 年 月 日

登 記 番 号

（図面添付）

建造物名及び 延べ面積又 国 有 民 公
区 分

構 造 階 数 は建築面積 有 の 別
備 考



付紙様式第１２（第２４関係）

動 産 目 録

国有民公
区 分 品 名 規 格 数 量 単 位

有 の 別
備 考



付紙様式第１３（第２４関係）

文 書 番 号

発簡年月日

市町村長 殿

防衛局長

防衛支局長

土地等調書作成立会依頼書

自衛隊の施設として使用する 所在の土地等につきその調書作成に所

有者（関係人） が立ち会わないので（立ち会うことができないので）

貴市（区町村）の職員を下記によりこれが立会いのため派遣方お願いします。

記

１ 使用決定通知日

２ 使用決定土地等の所在地

３ 使用決定土地等の種類及び数量

４ 立会いの場所

５ 立会いの年月日

６ 当局立会職員の官職氏名

７ その他参考となる事項



付紙様式第１４（第２４関係）

年 月 日

防衛局長
殿

防衛支局長

異議申出者住所

氏名

土地等調書記載事項異議申出書

年 月 日文書番号をもって送付を受けた土地等調書中下記１のと

おり異議があるので申し出る。

記

１ 異議の内容

２ 土地等調書記載の使用土地等の表示



付紙様式第１５（第２７関係）

防 衛 局
整理番号 土地（宅地、山林、原野、その他（農地を除く。））賃借料算定調書

防衛支局

所 在 施 設 算定年月日
契 約 者 名 称 使用年月日

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

地 番 地 目 面 積 推定取引価格 乗 率 ② × ③ 税 額 ④ ＋ ⑤ 使用面積
⑦

⑥ ×
①

㎡ 円 円 円 円 ㎡ 円

計
⑨ 賃 借 料（年間） 円 月 額
⑩ 賃借料決定額（年間） ⑨ ＋ 補正額 ＝ 円 月 額



付紙様式第１６（第２７関係）

防 衛 局
整理番号 農 地 賃 借 料 算 定 調 書

防衛支局
所 在 算定年月日 年 月 日
契 約 者

施 設 名 称
使用年月日 年 月 日

① ② ③
農 地 平 方 メ ー ト

地 番 地 目 面 積 ① × ② 備 考
ル 当 た り 単 価

④
賃 借 料（年間） 円 月 額

⑤
賃借料決定額（年間） 円 月 額

80
注： 農地平方メートル当たり算出方法：10アール当たり４年間平均農業所得額（指数換算）× ÷1,000

100



付紙様式第１７（第２７関係）

農 業 所 得 算 出 調 書

農 業 粗 収 入 農業経営費 農 業 所 得 算 定 額
④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

所 農 作 物 収穫等
農作物 経営費 金 額 １戸当た 級別 使 ⑧

有 ① ② ③ 以 外 合 計 等 級 り ② 用 ⑦× 計

収穫
金 額 ×⑥ 面 ①

者
等級

（10アール当 耕作面積 金 額 計 ④－⑤ ③ 積
たり） （10アール）



付紙様式第１８（第２７関係）

防 衛 局
整理番号 建 物 （工 作 物） 賃 借 料 算 定 調 書

防衛支局

所 在 施 設 算定年月日
契 約 者 名 称 使用年月日
１ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
地 ⑦
代 地 番 地 目 面 積 登録価格 乗 率 ②×③ 税 額 ④＋⑤ 使用面積 ⑥ ×
相 ①
当 円 円 円 円 ㎡
額

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭平方メート ⑮
種 別 建築年度 構 造 延べ面積 登録価格 乗 率 ⑩×⑪ 税 額 ル当たり減 減価償却費

価償却費 ⑭×⑨
２
純 円 円 円
家 火 災 保 険 料 ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
賃 ⑯ 火災保険料 ⑲

基 本 料 率 割 増 料 率 割 引 料 率 特 別 料 率 決定 ⑩ × ⑯ ⑫＋⑬＋⑮＋⑰ 使用面積 ⑱ ×
料率 ⑨

適用 料率 種目 料率 種目 料率 種目 料率
㎡

○21 ○22
３ 賃 借 料（年額） ⑧＋⑳＝ 円（月額） ○21÷12＝ 円

備考
○23 ○24

４ 賃借料決定額（年額） ○21＋補正額 ＝ 円（月額） 円



付紙様式第１９（第２７関係）

動 産 賃 借 料 算 定 調 書

防 衛 局
施 設 名 称

防衛支局

動産所在建物名 評価時期 年 月 日 調書作成時期 年 月 日
契 約 者 使用時期 年 月 日 火災保険料率 1,000円につき 円

乗
目 数 寸法、 取 得 推 定 将 年 推 年 減価式 時 価 率 １ 月 借 上 料 備 考
録 品 名 規格、 年月日 新取得 来 定 数
記 量 品質等 単 価 耐 経
号 用 数 過(k) 減価 １－ 単価 火災

数 ＮＫ 単価 金額 × 保険 計 合計
(N) 乗率 料

円 円 円 円 円 円 円



付紙様式第２０（第２７関係）

営 業 用 倉 庫 賃 借 料 算 定 調 書
防 衛 局

整理番号
防衛支局

所 在 施 設 算定年月日
契 約 者 名 称 使用年月日

地 番 地 目 面 積 構 造 建築年度 延べ面積 許可又は営業開始届出年月日
土 建

地 物

月 額 年 額
① ② ③

賃 補 正 率 平方メートル当たり月額 月額賃料 ②×延べ面積 ③ × 12 （又は使用料）

円 円 円

借

料



付紙様式第２１（第２７関係）

自 家 用 倉 庫 賃 借 料 算 定 調 書
防 衛 局

整理番号
防衛支局

所 在 施 設 算定年月日
契 約 者 名 称 使用年月日

１ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
地 相 地 番 地 目 面 積 登録価格 乗率 ②×③ 税 額 ④＋⑤ 使用面積 ⑦
当 ⑥ ×

代 額 ①

⑩ ⑪ ⑫ 平方メートル当 ⑬ 減価償却費 ⑭ ⑮ 火災保 ⑯ 火災保険
２ 構 造 建築年度 延べ面積 税 額 たり減価償却費 ⑫×⑩ 登録価格 険料率 料④×⑮

㎡ 円 円 円 円 円
純

⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ○21 ○22
家 平方メートル 補 正 率 ⑰ × ⑱ ⑪＋⑬＋⑯＋⑲ 使 用 面 積 ○21

当たり単価 ⑳ ×
⑩

賃 円 円 ㎡ 円

計 ○23 円

３ 賃 借 料（年額） ○24 ⑨＋○23 ＝ 円

４ 賃借料決定額（年額） 円（月額） 円 ○24＋補正額 ＝ 円



付紙様式第２２（第２７関係）

野 積 場 賃 借 料 算 定 調 書
防 衛 局

整理番号
防衛支局

所 在 算 定
施 設 年 月 日

契 約 者 名 称 使 用
年 月 日

① ② ③ ④ ⑤
地 番 地 目 地区別等級別 面 積 平方メートル 賃 借 料 税 額 ③ ＋ ④

当たり賃借料 ①×②
㎡ 円 円 円 円

⑥
賃 借 料（年額、月額）

注： 地区別等級別、面積及び平方メートル当たり賃借料の各欄は当該地区国土交通省地方運輸局又は港湾管理者の
認定したものを記入すること。



付紙様式第２３（第２８関係）

文 書 番 号

発簡年月日

土 地 等 補 償 調 書

防衛局長

防衛支局長
は、自衛隊の施設として使用する 所在の土地等

の所有者（関係人） と協議し、前に作成した土地等調書に基づき、下記

のとおり土地等補償調書を作成し、各自所持する。

年 月 日

防衛局長

防衛支局長

補償を受ける所有者（権利者）の住所氏名

調書作成担当者官職氏名

記

１ 土地等の所在地

２ 土地等所有者の住所氏名

３ 使用の条件その他補償に関する参考事項

４ 使用予定財産及び補償の対象となる財産の概況

５ 添付する補償明細書名

用 途 地 目 状 況 地 番 公 簿 面 積 実 測 面 積

土

地

建工 区 分 名 称 用 途 構 造 棟 数 延べ面積

物作 存 建 物

及物 続 工作物

び 除 建 物

去 工作物

計

区 分 名 称 点 数 容 積 重 量 備 考

動 残 地

産 移 転

計

備考



付紙様式第２４（第２８関係）

農 作 物 補 償 明 細 書
（要綱適用条項第１３条）
使用時収

耕地の 作 物 作 付 使 用 時 播種 収穫
所有者 耕作者 地目 地番 地積 穫の有無 備 考

種 類 種 類 状 況 育成状況 時期 時期
の 状 況

注： 備考欄には、耕作者と所有者が異なる場合は耕作する権限の根拠、その他立毛の状態を表す事項等を記入すること。



付紙様式第２５（第２８関係）

永 年 生 作 物 補 償 明 細 書
（要綱適用条項第１３条、第１４条）

果樹桑樹茶樹園の所有者
栽 培 者 要綱適用条項 要綱第 条

耕地の 植付本数 損失本数 使用時に 使用時におけ 移植又は 移植の場 自己、軍又
地目 地番 地積 樹種 樹齢 又は植付 又は損失 おける作 る収穫の有無 合の移植 は国の除却 備 考

種 類 面 積 面 積 物の状況 割 合 除却の別 先 別



付紙様式第２６（第２８関係）

牧 草、 落 葉 補 償 明 細 書
（要綱適用条項第１３条）

採 草 地、補償を受ける 採取する 採取の可
放牧地の 者 の 氏 名 地 目 地 番 地 積 採取面積 牧草、落 使用時期 使用条件 否及びそ 備 考
所 有 者 葉の種類 の割合



付紙様式第２７（第２８関係）

特 産 物 補 償 明 細 書
（要綱適用条項第１３条）

特産物採取 採取面積又 使用時に 移転の能
地又は採取 採取者 地 目 地 番 地 積 特産物 はほだ木等 おける特 採取 採取 使用の条件 不能及び 備考
物件の所有 の種類 の 数 量 産 物 の 方法 時期（入山日数等）数 量
者 状 態



付紙様式第２８（第２８関係）

立 木 竹 補 償 明 細 書
（要綱適用条項第１４条、第１５条）

（図 面 添 付）
土地の 立木竹 植付本数 損失本数 使用時 使用の 使用時におけ

の 地 目 地 番 地 積 樹 種 樹 齢 又 は 又 は る発生材取得 運搬方法 備 考
所有者 所有者 植付面積 損失面積 の状況 条 件 の有無割合

注： 備考欄には、用材林にあっては樹高、胸高、直径等の平均値、薪炭林にあっては１ヘクタール当たり平均材積、森
林立木にあっては対象林分の面積等参考となる事項を記入すること。



付紙様式第２９（第２８関係）

建物（工作物及び設備）補償明細書
（要綱適用条項第１６条、第１７条）

移転、移築又は除却の別及びその方法
建物（工作物、設備）の名称 所 在 地 所 有 者

氏 名
竣 工 年 月 日 経過年数 耐用年数 固定資産課税

台 帳 価 格
大改造の有無及び年月日 構 造 建築面積及

び延べ面積
名 称 構 造 寸 法 単 位 数 量 移転若しくは移築又は除却の別 備 考

注： 移転の場合には、移転先の整地、再建の仕様、移転先、移転の難易等を備考欄に記入すること。



付紙様式第３０（第２８関係）

動 産 移 転 補 償 明 細 書
（要綱適用条項第１８条）

使用土地等所有者又は
関 係 人 住 所 氏 名
使用土地等所在地

移転先まで
品 名 数 量 容 積 重 量 移 転 先 移転方法 備 考

の 距 離

注： 移転期日が切迫し、又は付近に適当な移転先がないこと等の理由により、移転費が高額を要すると認められるときは、
その理由を備考欄に記入すること。



付紙様式第３１（第２８関係）

移 転 旅 費 補 償 明 細 書
（要綱適用条項第１９条）

土地等所有 使用開始
者又は関係 時におけ
人 氏 名 る居住地
使用開始 使用土地

年 月 日 等の種別
氏 名 続 柄 年 齢 移 転 先 利用する交通機関 出発地 到着地 宿泊地 経 路 備 考

移

転

人

員

明

細



付紙様式第３２（第２８関係）

休 業 補 償 明 細 書
補償を受ける者の氏名 （要綱適用条項第２２条、第２３条）

使用の属する年度
使用される事業所名 事 業 年 度 所 得 税 所得額の算出の基礎 備 考

に修正した額

年度（年月日から年月日まで）

注：１ 事業年度欄は、使用時の属する年度及びその直前３年間について記入すること。
２ 所得額は、原則として納税の基礎となったものを記入すること。



付紙様式第３３（第２８関係）

休 業 手 当 補 償 明 細 書
（要綱適用条項第２４条）

補償を受ける者
の 住 所 氏 名
使用通知書を発 明 渡
送した年月日 年月日
休 業 す る 者 労基法上より見た休 休 業
の 氏 名 職 種 平 均 賃 金 休 業 期 間 備 考

業手当支給の該否 年 月 日

注： 平均賃金の計算内訳書を添付すること。



付紙様式第３４（第２８関係）

解雇予告手当及び退職手当補償明細書
（要綱適用条項第２５条、第２６条）

補償を受ける者の住所氏名：
使用通知書を発送した年月日： 明渡年月日：
補 償 内 容 （就業規則、労務協約等の内容）

要綱第25 入 社 退 職 退職手当の 退職手当の 勤続年数
退職者氏名 職種 条による 計算の基礎 計算の基礎 に対する 平 均 予告平均 備 考

予告月日 年 月 日 年 月 日 となる勤務 となる賃金 支 給 率 賃 金 計算日数
年 数 額



付紙様式第３５（第２８関係）

仕 掛 品 補 償 明 細 書
（要綱適用条項第２７条）

補償を受ける者の住所氏名
仕掛品 仕掛重量 損失品の 損失重量 損失品の 損失品の 使用時におけ

製品名称 単位 単位 備 考
の種類 又は容積 種 類 又は容積 処分方法 処分価値 る仕掛割合



付紙様式第３６（第２８関係）

固 定 経 費 補 償 明 細 書
（要綱適用条項第２８条）

補償を受ける者の住所氏名
使用通知 明 渡

休 業 期 間 年 月 日 年 月 日
年 月 日 年 月 日

１ 年 １ 年 １ 年 １ 年
補償項目 内 訳 備 考 補償項目 内 訳 備 考

支 払 額 平 均 額 支 払 額 平 均 額

注：１ 補償項目欄には、公租公課、光熱及び水道の基本料金等の別を記入すること。
２ 内容欄には、市民税、区民税、電気、ガス、水道等の別を記入すること。



付紙様式第３７（第３０関係）

年 月 日

防衛局長
殿

防衛支局長

請求者住所

氏名

分割物件全部移転請求書

自衛隊の施設として使用する土地等に所在する私所有の物件は、従来使用してい

た目的に供することが著しく困難となるので、下記のとおりその全部の移転費の補

償を請求する。

記

移転請求物件の全部の表示

区 分 全部の移転を

使用する土地等 使用により分割 請求する理由

の上にある物件 さ れ る 物 件

所 在 地

種 類

数 量

形 状

移転料の見積額

及びその内容

そ の 他 参 考

と な る 事 項



付紙様式第３８（第３０関係）

文 書 番 号

発簡年月日

分割物件全部移転補償調書

防衛局長

防衛支局長
が、補償を受けようとする所有者（権利者）

の請求により、これと協議の上、下記のとおり分割物件全部移転補償書を作成し、

各自所持する。

年 月 日

防衛局長
氏名

防衛支局長

補償を受ける所有者（権利者）の住所

氏名

調書作成担当者官職氏名

記

使用土地等所在地 使用通知年月日 移 転 先 全部移転の理由

分割されるために移転する物件の表示：別紙のとおり



付紙様式第３９（第３１関係）

年 月 日

防衛局長
殿

防衛支局長

請求者住所

氏名

残存財産の損失補償請求書

自衛隊の施設として土地を使用するため、当該使用土地等以外の私有地の

に属する土地等に下記のとおり工事をなす必要があるので補償を請求する。

記

１ 使用する土地等の表示

２ 価格を減じた事実及びその状況

３ 損失を受けた事実及びその状況

４ 工事を必要をする土地等の所在及び範囲

５ 工事の種類及び内容

６ 損失補償の見積り及びその内容

７ 工事の費用の見積り及びその内訳

８ その他参考となる事項



付紙様式第４０（第３１関係）

文 書 番 号

発簡年月日

残存財産補償調書

防衛局長

防衛支局長
は、下記残存財産の所有者 の

の請求により、これと協議の上、下記のとおり残存財産補償調書を作成し、各自所

持する。

年 月 日

防衛局長

防衛支局長

補償を受ける所有者（権利者）の住所

氏名

調書作成担当者官職氏名

記

１ 使用通知年月日

２ 使用開始年月日

３ 使用する土地等の表示

４ 価格を減じた土地等の表示 別紙のとおり

５ 価格を減じた事実及びその状況

６ 損失を受けた土地等の表示 別紙のとおり

７ 損失を受けた事実及びその状況

８ 工事を必要とする土地等の表示 別紙のとおり

９ 工事を必要とする理由

10 工事の種類及び内容 別紙のとおり

11 その他参考となる事項



付紙様式第４１（第３２関係）

年 月 日

防衛局長
殿

防衛支局長

請求者住所

氏名

測量（調査）による損失補償請求書

自衛隊の施設として土地を使用するため、土地等の使用の準備としてした測量

（調査）により、私所有の に属する土地等に損失を受けたので、下記

により損失補償を請求する。

記

１ 土地等の所在及び種類

２ 測量（調査）を実施した期日

３ 損失の内容

４ 損失補償額の見積り及びその内容

５ その他参考となる事項



付紙様式第４２（第３２関係）

文 書 番 号

発簡年月日

測量（調査）による損失補償調書

防衛局長

防衛支局長
は、自衛隊の施設として使用する土地等の所有者（関

係人） の請求により、これと協議の上、下記のとおり測量（調査）に

よる損失補償調書を作成し、各自所持する。

年 月 日

防衛局長
氏名

防衛支局長

補償を受ける所有者（権利者）の住所

氏名

調書作成担当者官職氏名

記

１ 使用通知年月日

２ 使用土地等の表示

３ 測量又は調査年月日

４ 損害発生の原因と理由

５ 損失補償の明細 別紙のとおり

６ その他参考となる事項



付紙様式第４３（第３３関係）

年 月 日

防衛局長
殿

防衛支局長

請求者住所

氏名

使用の廃止等による損失補償請求書

自衛隊の施設として土地を使用するため、使用通知のあった私所有の

に属する土地等が、その使用前に使用を廃止（変更）され損失を受けたので、下記

により損失補償を請求する。

記

所 在 地

使用 区 分 公告又は通知前 損 失 を 受 け る 事 実

土地 数 量 の状況 及びその状況

廃止 種 類

土地 土 地

等 工 作 物

建 物

動 産

使 用 通 知 の 日

使用廃止（変更）の通知日

損失 総 額

区 分

補償 損 失 額 損 失 額 の 内 訳

内 種 類

見積 土 地

訳 工 作 物

額 建 物

動 産

その他参考となる事項



付紙様式第４４（第３３関係）

文 書 番 号

発簡年月日

使用の廃止等による損失補償調書

防衛局長

防衛支局長
は、自衛隊の施設として使用する 所在

の土地等の所有者（関係人） の請求により、これと協議の上、下記の

とおり使用の廃止等によるによる損失補償調書を作成し、各自所持する。

年 月 日

防衛局長
氏名

防衛支局長

補償を受ける所有者（権利者）の住所

氏名

調書作成担当者官職氏名

記

１ 使用通知年月日

２ 廃止（変更）通知年月日

３ 使用廃止等土地等の表示

４ 使用通知前の状況

５ 損失を受けた事実及びその状況

６ 損失の明細 別紙のとおり

７ その他参考となる事項



付紙様式第４５（第３４関係）

年 月 日

防衛局長
殿

防衛支局長

請求者住所

氏名

隣接財産の損失補償請求書

自衛隊の施設として土地を使用するため、当該使用土地等以外の私所有の

に属する土地等に下記のとおり工事をする必要があるので補償を請求する。

記

１ 使用する土地等の表示

２ 工事を必要とする隣接財産の表示

３ 工事の種類及び内容

４ 工事費用の見積り及びその内訳

５ その他参考となる事項



付紙様式第４６（第３４関係）

文 書 番 号

発簡年月日

隣接財産の損失補償調書

防衛局長

防衛支局長
は、下記隣接財産の所有者

の請求により、これと協議の上、下記のとおり隣接財産の損失補償調書を作成し、

各自所持する。

年 月 日

防衛局長
氏名

防衛支局長

補償を受ける所有者（権利者）の住所

氏名

調書作成担当者官職氏名

記

１ 使用通知年月日

２ 使用開始年月日

３ 使用する土地等の表示

４ 工事を必要とする土地等の表示 別紙のとおり

５ 工事を必要とする理由

６ 工事の種類及び内容 別紙のとおり

７ その他参考となる事項



付紙様式第４７（第３５関係）

土地等損失補償評価調書

１ 施設名
２ 補償内容

所 有 者 所 在 地 番 地 対 象 物 件 数 量 補 償 額 備 考



付紙様式第４８（第４０関係）

収 入

印 紙 契 約 番 号

土 地 建 物 等 賃 貸 借 契 約 書

自衛隊の施設として使用する目的をもって、賃貸人 を甲とし、賃借人国を乙

とし、甲乙間において、下記条項のとおり土地建物等の賃貸借契約を締結する。

（賃貸物件）

第１条 賃貸物件は、下記のとおりとする。

１ 土地（第２号建物の敷地を除く。）

次のとおり表示する。

所 在 地

所有者住所氏名

地番、地目

面 積

登記の有無、登記年月日及び登記番号

２ 建物、工作物（附帯設備を含む。）及び敷地

次のとおり表示する。

所 在 地

構造、階数

床 面 積

敷地所有者住所氏名

地番、地目

敷地面積

登記の有無、登記年月日及び登記番号

３ 設備又は備品（前号附帯設備を除く。）

別紙のとおり表示する。

（賃貸物件にある権利の制限）

第２条 甲は、本契約期間中第１条の物件にある次の権利について、行使又は変更につき

自衛隊の使用を妨げないようにする。

権利者住所氏名

権利の種類

権利の内容

（賃貸物件にある権利の消滅）

第３条 甲は、第１条の物件にある次の権利を本契約締結の日に消滅させる。

権利者の住所氏名

権利の種類

権利の内容

（権利の行使制限又は消滅に伴う損失補償）



第４条 第２条により権利の行使に制限を加えた場合及び同条の権利の全部又は一部が本

契約期間中乙の責めに帰すべき理由により消滅したとき、並びに前条により甲が権利を

消滅させたときは、それによって当該権利者の被る損失並びに甲の受けることあるべき

損失について乙より甲に補償金を支払う。

甲は、当該権利者に支払うべき補償金を受領したときは、遅滞なく、当該権利者に支

払う。

（契約期間）

第５条 本契約期間は、 年 月 日から 年 月 日までとす

る。

ただし、乙において必要あるときは、甲乙協議の上、本契約を更新することができ

る。

本契約期間中、自衛隊が使用しなくなった場合は、乙は、いつでも解約の申入れをす

ることができる。この場合において、本賃貸借契約は、解約申入れ後30日を経過した時

終了する。ただし、甲乙協議の上この期間を短縮することができる。

（賃貸料）

第６条 賃貸物件の賃貸料は、次のとおりとする。ただし、賃貸物件の異動又は賃貸物件

に対する公租公課の変動等やむを得ない事情があると認められるときは、甲乙協議の上

これを変更することができる。

第１条第１号の土地

月額金 円 年額金 円

第１条第２号の建物工作物及び敷地

月額金 円 年額金 円

（消費税及び地方消費税相当分を （うち消費税及び地方消費税の額

含まない。） 金 円）

第１条第３号の設備又は備品

月額金 円 年額金 円

（消費税及び地方消費税相当分を （うち消費税及び地方消費税の額

含まない。） 金 円）

会 計 年 度 分

乙は、本契約締結後甲の支払請求があった後30日以内に、前項の会計年度の四半期分

１ 月 分

の賃貸料（契約締結日が会計年度又は会計年度の四半期の途中のときは、当該会計年度

又は当該期末までの分）を乙の指定する場所において甲に支払う。ただし、乙は、上記

会計年度の四半期分
支払以後の分については、前記 の賃貸料を前金払することができる。

１ 月 分

賃貸の期間に１月未満の端数を生じたときは、賃貸料は、賃貸の日数に応じて日割計

算する。

前金払に対応する期限前の解約により本契約が終了したため、既に支払済みの賃貸料

に過払が生じたときは、甲は、その過払賃貸料を乙に返納する。

（遅延利息）



第７条 前条の前金払をすることができなかった場合で、前金払に対応する期間が経過し

たとき、及びその期間の途中で、乙の解約申入れにより契約が終了したときは、乙は、

未払賃貸料について甲から支払請求書を受理して後30日以内に甲に支払う。

上記30日以内に賃貸料を支払わなかった場合には、乙は、政府契約の支払遅延防止等

に関する法律（昭和24年法律第256号）の支払遅延利息を甲に支払うものとする。

甲は、契約終了に伴い前条第４項により乙に返納すべき賃貸料をその返納告知の期限

までに返納しないときは、その期限の翌日から返納するまでの期間に応じこの返納額に

対し、遅延利息を乙に支払う。

前２項の遅延利息の利率は、同法に基づき財務省告示の定める利率による。

（火災による危険負担）

第８条 賃貸物件に対する火災保険は、甲がこれを付する。乙は、火災による損害につい

て、その責任を負わない。ただし、火災保険契約条項により保険金の支払がなされない

場合において、その理由が乙又は自衛隊の故意又は過失によるものであるときは、この

限りでない。

（賃貸物件の形質の変更）

第９条 乙は、自衛隊の機密上等の理由によりやむを得ない場合のほか、本契約期間中自

衛隊が当該賃貸物件の全部又は一部を除却し、若しくは増築、改築その他その形質の変

更及び立木等の伐採をする場合においてはあらかじめ甲に通知する。

（賃貸物件の維持補修）

第10条 甲は、本契約期間中賃貸物件の維持補修の責めを負わない。ただし、甲が維持補

修のため必要な事項等を乙に申し出たときは、甲乙で協議して決定する。

甲は、乙の承認を受けなければ本契約期間中賃貸物件の形質を変更し、その他自衛隊

の使用に支障を及ぼすような行為をしない。

（移転料の補償）

第11条 自衛隊が賃借物件を使用する前に、甲は、その物件に所在する物件で乙が賃借し

ないものを移転しなければならない。

乙は、甲に対し前項の移転料及び甲が移転するため通常必要と認められる費用を補償

する。第１項の場合において、移転される物件が分割されることになり、その全部を移

転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、甲は、そ

の物件の全部の移転料を請求することができる。

（残存財産の補償）

第12条 乙は、甲の所有に属する一団の財産の一部を賃借することによって、残存財産の

価格を減じその他残存財産に関して損失が生じ、甲から請求があったときは、甲に対し

その損失を補償する。

（工事費用の補償）

第13条 乙は、甲の所有に属する一団の財産の一部を賃借することによって、残存財産に

通路、みぞ、かき、さくその他工作物を新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しく

は切土をする必要があり、甲から請求があったときは、これに要する費用を甲に対し補

償する。

（通常受ける損失の補償）



第14条 乙は、第11条から前条までによる補償のほか、賃貸により甲が通常受ける損失及

び本契約の目的を達成するため、乙の行為により甲の受ける損失について甲から請求が

あったときは、甲に対しその損失を補償する。

（返還並びに返還時の補償及び求償）

第15条 乙は、本契約終了の際、賃貸物件をその現状のまま甲に返還し、甲は、乙に受領

書を提出する。

前項の場合において、乙は、甲から原状回復の請求があったときは、原状回復に要す

る費用を返還時の価格に基づき甲に補償する。ただし、原状回復することが著しく困難

であるとき、又は原状に回復しないでもこれを有効、かつ、合理的に使用することがで

きると認められるときは、甲の受ける損失を返還時の価格に基づき、甲に補償する。

第１項の場合において、建物又は工作物の使用中に有益費が費されたことにより、甲

に利得が生じたと認められるときは、甲乙協議の上、その利得の存する限度において、

返還時の価格に基づき、甲は、これを乙に償還しなければならない。

第２項の場合、民法第622条において準用する同法第600条の規定は、適用しない。

第１項の返還日以後の当該物件の管理は、甲がこれに当たる。

（原状回復及び補修期間の管理費）

第16条 前条第１項の返還に際し、甲から原状回復の請求があった場合、又は甲が返還物

件に復帰する際、補修を要すると認められる場合において、甲から請求があったとき

は、乙は、原状回復及び補修の程度に応じて、その工事中の管理費として３月分以内の

賃貸料に相当する金額を甲に補償する。

（復帰費用の補償）

第17条 甲が乙との賃貸借契約締結の際、移転した物件のうち、復帰しなければ従来使用

していた目的に供することが著しく困難な物件の復帰費用及び復帰のため、通常必要と

認められる費用を契約終了後、復帰の際、乙から甲に補償する。

（中間補償）

第18条 第１条の賃借物件の一部（独立した物件に限る。）又は第１条の土地に所在する

立木竹が乙又は自衛隊の責めにより滅失し、必要あるときは、乙は、遅滞なくその旨を

甲に通知し、滅失した時の価格に基づき甲にその損失を補償する。

（賃貸料及び補償金の算定）

第19条 本契約による賃貸料及び補償金の算定は、駐留軍ノ用ニ供スル土地等ノ損失補償

等要綱及び同評価基準の例による。

（補償金の支払）

第20条 乙は、第４条及び第11条から第18条までの補償金を甲乙協議により、その金額が

確定し、甲の支払請求があった後、30日以内に乙の指定する場所において甲に支払う。

（賃貸物件の買取請求）

第21条 第１条の物件の賃貸が、本契約を更新の結果３年以上にわたるとき、又は賃貸に

より当該物件の形状を変更し、従来用いた目的に供することが著しく困難となったとき

は、甲は、乙に対し当該物件の買取りを請求することができる。

（賃貸物件に対する公租公課）

第22条 本賃貸物件に対する公租公課は、甲の負担とする。



（賃貸物件等の譲渡制限）

第23条 甲は、本契約の存続中、乙の承諾なしに本賃貸物件及び本契約から生ずる権利義

務を第三者に譲渡し、又はその他の物権を設定することはできない。この承諾を得て第

三者に賃貸物件が譲渡された場合においては、甲は、本契約を譲受人に承継させなけれ

ばならない。

（紛争の解決）

第24条 本契約に基づく賃貸料及び補償金に関し、当事者間に紛争を生じ、双方の協議に

より解決しないときは、防衛施設地方審議会の意見を徴し、甲乙協議して決定する。

（疑義の解決）

第25条 本契約に関し、当事者間に疑義を生じたときは、甲乙協議して決定する。

（権利者の承諾）

第26条 甲は、別紙承諾書のとおり第１条の物件に権利を有する者の承諾を得た上、本契

約を締結する。

（使用権に対する保証）

第27条 甲は、本賃貸物件について第２条に掲げる権利者のほか、使用権を有する者のな

いことを保証する。

本契約締結後の使用権に関する争いについては、甲の責任において、これを解決す

る。

（返還時の補償及び求償の特例）

第28条 本契約期間中又は本契約終了後引き続き賃借物件を、土地収用法（昭和26年法律

第219号）により使用又は収用することになった場合においては、本契約書第15条によ

る補償及び利得の償還については、同法に基づいて使用期間を定めた場合、その使用期

間が終了したとき、又は収用の時期において処理する。

第29条 甲は、本契約に基づき第１条に掲げる土地等を 年 月 日に乙に引

渡しを行うものとする。ただし、甲がやむを得ない理由により乙の承認を得て引渡期日

を延期した場合には、第５条の規定にかかわらず実際の引渡しの日をもって契約期間の

開始日とする。

本契約を証するため、契約書２通を作成し、各記名押印の上、甲乙各自１通を保有する。

年 月 日

賃貸人 住所

氏名 ○印

賃借人 国

支出負担行為担当官

防衛局長

防衛支局長

氏名 □印



（別紙）

設 備 備 品 目 録

番 号 品 目 数 量 規格・寸法等 所有者 住 所



付紙様式第４９（第４０関係）

収 入

印 紙 契 約 番 号

土 地 建 物 等 転 貸 借 契 約 書

自衛隊の施設として使用する目的をもって、転貸人（権利者） を甲と

し、転借人国を乙とし、所有者の承諾を得た上甲乙間において、下記条項のとおり土地建

物等の転貸借契約を締結する。

（転貸物件）

第１条 転貸物件は、下記のとおりとする。

１ 土地（第２号建物の敷地を除く。）

下記のとおり表示する。

所在地

所有者住所氏名

賃借人（権利者）住所氏名

地番、地目

面 積

登記の有無、登記年月日及び登記番号

賃借権（権利）の登記の有無、登記年月日及び登記番号

２ 建物、工作物（附帯設備を含む。）及び敷地

下記のとおり表示する。

所在地

構造、階数

床面積

建物所有者住所氏名

敷地所有者住所氏名

地番及び地目

敷地面積

登記の有無、登記年月日及び登記番号

貸借権（権利）の登記の有無、登記年月日及び登記番号

３ 設備又は備品（前号附帯設備を除く。）

別紙のとおり表示する。

（転貸物件にある権利の制限）

第２条 甲は、本契約期間中第１条の物件にある下記の権利についてその行使又は変更に

つき自衛隊の使用を妨げないようにする。

権利者住所氏名

権利の種類

権利の内容

（転貸物件にある権利の消滅）

第３条 甲は、第１条の物件にある下記の権利を本契約締結の日に消滅させる。

権利者の住所氏名



権利の種類

権利の内容

（権利の行使制限又は消滅に伴う損失補償）

第４条 第２条により権利の行使に制限を加えた場合及び同条の権利の全部又は一部が本

契約期間中乙の責めに帰すべき理由により消滅したとき、並びに前条により甲が権利を

消滅させたときは、それによって当該権利者の被る損失並びに甲の受けることあるべき

損失について乙より甲に補償金を支払う。

甲は、当該権利者に支払うべき補償金を受領したときは、遅滞なく当該権利者に支払う。

（契約期間）

第５条 本契約期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。ただ

し、乙において必要あるときは、甲、乙及び所有者協議の上本契約を更新することがで

きる。

本契約期間中、自衛隊が使用しなくなった場合は、乙は、いつでも解約の申入れをす

ることができる。この場合においては、本転貸借契約は、解約申入れ後30日を経過した

とき終了する。ただし、甲乙協議の上この期間を短縮することができる。

（転貸料）

第６条 転貸物件の転貸料は、次のとおりとする。ただし、転貸物件の異動又は甲と所有

者との間の賃貸借条件の異動等やむを得ない事情があると認められるときは、甲乙協議

の上これを変更することができる。

第１条第１号の土地

月額金 円 年額金 円

第１条第２号の建物工作物及び敷地

月額金 円 年額金 円

（消費税及び地方消費税相当分を （うち消費税及び地方消費税の額

含まない。） 金 円）

第１条第３号の設備又は備品

月額金 円 年額金 円

（消費税及び地方消費税相当分を （うち消費税及び地方消費税の額

含まない。） 金 円）

会 計 年 度 分

乙は、本契約締結後甲の支払請求があった後30日以内に、前項の会計年度の四半期分

１ 月 分

の転貸料（契約締結日が会計年度又は会計年度の四半期の途中のときは、当該会計年度

又は当該期末までの分）を乙の指定する場所において甲に支払う。ただし、乙は、上記

会計年度の四半期分
支払以後の分については、前記 の転貸料を前金払することができる。

１ 月 分

転貸の期間に１月未満の端数を生じたときは、転貸料は、転貸の日数に応じて日割計

算する。

前金払に対応する期限前の解約により本契約が終了したため、既に支払済みの転貸料

に過払が生じたときは、甲は、その過払転貸料を乙に返納する。

（遅延利息）

第７条 前条の前金払をすることができなかった場合で、前金払に対応する期間が経過し



たとき、及びその期間の途中で乙の解約申入れにより契約が終了したときは、乙は、未

払転貸料について甲から支払請求書を受理して後30日以内に甲に支払う。

上記30日以内に転貸料を支払わなかった場合には、乙は、政府契約の支払遅延防止等

に関する法律（昭和24年法律第256号）の支払遅延利息を甲に支払うものとする。

甲は、契約終了に伴い、前条第４項により返納すべき転貸料をその返納告知の期限ま

でに返納しないときは、その期限の翌日から返納するまで期間に応じ、この返納額に対

し遅延利息を乙に支払う。

前２項の遅延利息の利率は、同法に基づき財務省告示の定める利率による。

（火災による危険負担）

第８条 転貸物件に対する火災保険は、所有者がこれを付する。乙は、火災による損害に

ついては、その責任を負わない。ただし、火災保険契約条項により保険金の支払がなさ

れない場合において、その理由が乙又は自衛隊の故意又は過失によるものであるとき

は、この限りでない。

（転貸物件の形質の変更）

第９条 乙は、自衛隊の機密上等の理由によりやむを得ない場合のほか、本契約期間中自

衛隊が、当該転貸物件の全部又は一部を除却し、若しくは増築、改築その他その形質の

変更及び立木等の伐採をする場合においては、あらかじめ甲及び所有者に通知する。

（転貸物件の維持補修）

第10条 甲及び所有者は、本契約期間中、転貸物件の維持補修の責めを負わない。ただ

し、甲及び所有者が維持補修のため必要なる事項等を乙に申し出たときは、甲乙で協議

して決定する。

甲及び所有者は、乙の承認を受けなければ本契約期間中転貸物件の形質を変更し、そ

の他自衛隊の使用に支障を及ぼすような行為をしない。

（移転料の補償）

第11条 自衛隊が転貸物件を使用する前に、甲は、その物件に所在する物件で乙が転借し

ないものを移転しなければならない。

乙は、甲に対し前項の移転料及び甲が移転するために通常必要と認められる費用を補

償する。

第１項の場合において、移転される物件が分割されることになり、その全部を移転し

なければ従来使用していた目的に供することが著しく困難となるときは、甲は、その物

件の全部の移転料を請求することができる。

第１項及び第３項の場合においては、甲は、所有者の同意を得ることを要する。

（残存財産の補償）

第12条 所有者に属する一団の財産の一部を転借することによって、残存財産の価格を減

じ、その他残存財産に関して損失が生じ甲から請求があったときは、甲に対しその損失

を補償する。

（工事の費用の補償）

第13条 所有者に属する一団の財産の一部を転借することにより、残存財産に通路、み

ぞ、かき、さくその他工作物を新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土を

する必要があり、甲から請求があったときは、これに要する費用を甲に対し補償する。

（通常受ける損失の補償）

第14条 乙は、第11条から前条までによる補償のほか、甲が転貸により通常受ける損失及



び本契約の目的を達成するため乙の行為により甲及び所有者の受ける損失について甲か

ら請求があったときは、甲に対しその損失を補償する。

（返還並びに返還時の補償及び求償）

第15条 乙は、本契約終了の際、転貸物件をその現状のまま甲に返還し、甲は、乙に受領

書を提出する。

前項の場合において、乙は、所有者からの請求に基づき甲から原状回復の請求があっ

たときは、原状回復に要する費用を返還時の価格に基づき甲に補償する。ただし、原状

に回復することが著しく困難であるとき、又は原状に回復しないでもこれを有効、か

つ、合理的に使用することができると認められるときは、乙は、所有者及び甲と協議の

上原状に回復しないで返還することができる。この場合において、乙は、所有者の受け

る損失を返還時の価格に基づき甲に補償する。

第１項の場合において、建物又は工作物の使用中に有益費が費やされたことにより、

所有者に利得が生じたと認められるときは、甲は、所有者及び乙と協議の上その利得の

存する限度において、返還時の価格に基づきこれを乙に返還しなければならない。

前２項の場合、民法第622条において準用する同法第600条の規定は、適用しない。

第１項の返還日以後の当該物件の管理は、甲がこれに当たる。

（原状回復及び補修期間の管理費）

第16条 前条第１項の返還に際し、甲から原状回復の請求があった場合、又は甲が返還物

件に復帰する際、補修を要すると認められる場合において、甲から請求があったとき

は、乙は、原状回復及び補修の程度に応じて、その工事中の管理費として３月分以内の

転貸料に相当する金額を甲に補償する。

（復帰費用の補償）

第17条 甲が、乙との転貸借契約締結の際、移転した物件のうち復帰しなければ従来利用

していた目的に供することが著しく困難な物件の復帰費用及び復帰のため通常必要と認

められる費用を契約終了後復帰の際乙から甲に補償する。

（中間補償）

第18条 第１条の転貸物件の一部（独立した物件に限る。）又は第１条の土地に存在する

立木竹が乙又は自衛隊の責めにより滅失した場合、必要あるときは、乙は、遅滞なくそ

の旨を甲に通知し、滅失した時の価格に基づき甲にその損失を補償する。

（転貸料及び補償金の算定）

第19条 本契約による転貸料及び補償金の算定は、駐留軍ノ用ニ供スル土地等ノ損失補償

要綱及び同評価基準の例による。

（補償金の支払）

第20条 乙は、第４条及び第11条から第18条までの補償金を、甲、乙及び所有者の協議に

より、その金額が確定し、甲の支払請求があった後30日以内に乙の指定する場所におい

て甲に支払う。

前項のうち所有者の受けるべき補償については、所有者が甲に対し請求をなし、乙

は、甲及び所有者と協議して決定する。

甲は、所有者に支払うべき補償金を受領したときは、遅滞なくこれを所有者に支払

う。

（転貸物件の買取請求）

第21条 第１条の物件の転貸が本契約更新の結果３年以上にわたるとき、又は転貸により



当該物件の形状を変更し、従来用いた目的に供することが著しく困難となったときは、

所有者からの請求及び委任に基づき、甲は、乙に対し当該物件の買取りを請求すること

ができる。

（転貸物件に対する公租公課）

第22条 本転貸物件に対する公租公課は、所有者の負担とする。

（転貸物件等の譲渡制限）

第23条 甲及び所有者は、本契約の存続中、乙の承諾なしに本転貸物件及び本契約から生

ずる権利義務を第三者に譲渡し、又はその他物権を設定することはできない。

乙の承諾を得て転貸物件が第三者に譲渡された場合においては、甲及び所有者は、本

契約を譲受人に承継させなければならない。

（紛争の解決）

第24条 本契約に基づく転貸料及び補償金に関し、当事者間に紛争を生じ双方の協議によ

り解決しないときは、防衛施設地方審議会の意見を徴し、甲乙又は甲、乙及び所有者協

議して決定する。

（疑義の解決）

第25条 本契約に関し、当事者間に疑義を生じたときは、甲乙協議して決定する。

（所有者の承諾）

第26条 甲は、別紙承諾書のとおり転貸物件の所有者及び転貸物件に権利を有する者の承

諾を得た上、本契約を締結する。

（使用権に関する保証）

第27条 甲は、本転貸物件について第２条に掲げる権利者のほか、使用権を有する者のな

いことを保証する。

本契約締結後の使用権に関する争いについては、甲の責任において、これを解決す

る。

（返還時の補償及び求償の特例）

第28条 本契約期間中、又は本契約終了後引き続き転借物件を土地収用法（昭和26年法律

第219号）により使用又は収用することになった場合においては、本契約書第15条によ

る補償及び利得の償還については、同法に基づいて使用期間を定めた場合その使用期間

が終了したとき、又は収用の時期において処理する。

第29条 甲は、本契約に基づき第１条に掲げる土地等を 年 月 日に乙に引

渡しを行うものとする。ただし、甲がやむを得ない理由により乙の承認を得て引渡期日

を延期した場合には第５条の規定にかかわらず実際の引渡しの日をもって契約期間の開

始日とする。

本契約を証するため、契約書２通を作成し、各記名押印の上、甲乙各自１通を保有する。

年 月 日

転貸人 住所

氏名 ○印

転借人 国

支出負担行為担当官

防衛局長

防衛支局長

氏名 □印



（別紙）

設 備 備 品 目 録

番 号 品 目 数 量 規格・寸法等 所有者 住 所



付紙様式第５０（第４１関係）

改 定 契 約 書

賃貸人 と賃借人国との間で締結した土地建物等賃（転）貸借契約書

（ 年 月 日契約番号 ）中第 条を 年 月

日から下記のとおり改定することに合意する。

記

この改定契約書は、原契約書と一体として、その効力を有することを証する。

年 月 日

賃（転）貸人 住 所

氏 名 ○印

賃 借 人 国

支出負担行為担当官

防衛局長

防衛支局長 ○印



付紙様式第５１（第４２関係）

文 書 番 号

発簡年月日

所有者又は関係人 殿

防衛局長

防衛支局長

契 約 締 結 依 頼 書

貴殿におかれては、平素より防衛行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。

自衛隊の施設は、自衛隊の各種活動の拠点であり、我が国の防衛力を支える基盤

として必要不可欠なものであるため、その機能を十分に発揮させるためには、長期

間にわたり、継続的かつ安定的な使用を確保する必要があります。

この度、貴殿所有の土地につきましては、自衛隊の施設として使用する目的をも

って 年 月 日以降賃借いたしたい所存であります。

つきましては、同封の契約書等御閲読の上、該当箇所に記名、押印を願いたく、

なお契約書１部は御返送くださるようお願い申し上げます。

また、収入印紙には消印、契約書には各葉ごとに割印をし、印鑑証明書をもお届

けくださるようお願いします。



付紙様式第５２（第４２関係）

文 書 番 号

発簡年月日

所有者又は関係人 殿

防衛局長

防衛支局長

損 失 補 償 額 決 定 通 知 書

土地建物等賃（転）貸借契約書（ 年 月 日 契約番号 ）

の各条項に規定する損失補償額は、貴殿と協議の上作成しました土地等補償調書

（分割物件全部移転補償調書、残存財産補償調書）に基づいて、下記のとおり決定

しましたから通知します。

これに異議がない場合には、同封の同意書に記名の上返送願います。

記



付紙様式第５３（第４２関係）

損 失 補 償 額 同 意 書

土地建物等賃（転）貸借契約書各条項に規定する損失補償中、損失補償額決定通

知書（ 年 月 日（文書番号））をもって通知を受けた下記補償金額

に異義なく、この金額受領の上は、当該事項についての損失は、今後いかなる名義

をもっても一切請求しない。

記

１ 土地建物等賃（転）貸借契約書第 条に基づく補償金

年 月 日

住 所

氏 名

防衛局長
殿

防衛支局長



付紙様式第５４（第４３関係）

年 月 日

防衛局長
殿

防衛支局長

住所

氏名

賃借料（補償額）再審査要求書

年 月 日文書番号をもって貴局の決定された下記土地等の賃

（転）借料（損失補償額）は、少額であるから再審査を要求する。

記

１ 通知された賃（転）借料（補償額）

２ 希望する賃（転）借料（補償額）

３ 再審査を要求する理由

４ その他参考となる事項



付紙様式第５５（第４８関係）

年 月 日

防衛局長
殿

防衛支局長

住所

氏名

土地等の上にある権利存続申請書

自衛隊の施設として使用する土地等の上にある私の権利は、下記理由により、従

前どおり存続するよう申請する。

１ 使用する土地等の表示

ア 所在地

イ 種類及び数量

ウ 所有者住所及び氏名

２ 存続を申請する権利の表示

ア 種 類

イ 内 容

３ 権利の存続を申請する理由



付紙様式第５６（第４８関係）

文 書 番 号

発簡年月日

申請者 殿

防衛局長

防衛支局長

土地等の上にある権利存続同意書

自衛隊の施設として使用する土地等の上にある貴殿の権利については、申請のと

おり存続することを承認いたします。



付紙様式第５７（第４９関係）

承 諾 書

私が（住所、氏名）

から、 年 月 日から 年 月 日までの間 中の

（物件表示）

を が土地建物等賃貸借契約書により国に賃貸することを承諾する。

年 月 日

権利者 住 所

氏 名



付紙様式第５８（第４９関係）

所 有 者 承 諾 書

私が（住所、氏名）

から、 年 月 日から 年 月 日までの間 中の

（物件表示）

を が土地建物等転貸借契約書により国に転貸すること並びに転貸料及

び補償金は、全て同契約条項によって、国が転貸人に支払うことを承諾する。

年 月 日

所有者 住 所

氏 名



付紙様式第５９（第４９関係）

権 利 者 承 諾 書

私が（住所、氏名）

が、所有者（住所、氏名）

から 年 月 日から 年 月 日までの間 中の

（物件表示）

を、賃借人が、土地建物等転貸借契約書により国に転貸することを承諾する。

年 月 日

権利者 住 所

氏 名



付紙様式第６０（第５０関係）

財 産 使 用 確 認 書

施設名称

契約 賃(転)貸人 財 産 １ 月 賃
年月日から

種類 数量 年月日まで 備 考
番号 住所氏 名 所在地 (転)借料

支払金額

小 計

合 計

上記のとおり使用したことを確認する。

年 月 日

防衛局長

防衛支局長

注：１ 契約終了に際しての最終確認のときは、備考欄に自衛隊からの返還日を記

入し、「最終」と記入すること。

２ 各人別に作成する必要があるときは、適宜修正の上、使用することができ

る。



付紙様式第６１（第５０関係）

財 産 使 用 見 込 書

施設名称

契約 賃(転)貸人 財 産 １ 月 賃
年月日から

種類 数量 年月日まで 備 考
番号 住所氏 名 所在地 (転)借料

支払金額

小 計

合 計

上記のとおり使用する見込みである。

年 月 日

防衛局長

防衛支局長

注： 各人別に作成する必要があるときは、適宜修正の上、使用することができ

る。



付紙様式第６２（第５１関係）

年 月 日

防衛局長
殿

防衛支局長

賃（転）貸人住所

氏名

財産引渡期日延期申請書

年 月 日 契約番号 をもって賃（転）貸することと

した私の に属する土地等の引渡しは、下記理由により 年

月 日まで延期されたく、申請する。

記

１ 賃（転）貸物件の表示

２ 財産引渡指定年月日

３ 希望引渡年月日

４ 延期申請理由



付紙様式第６３（第５１関係）

文 書 番 号

発簡年月日

賃（転）貸人 殿

防衛局長

防衛支局長

財産引渡期日延期申請承認書

年 月 日申請に係る財産引渡期日延期申請の件は、申請のとおり

承認する。



付紙様式第６４（第５２関係）

文 書 番 号

発簡年月日

賃（転）貸人 殿

防衛局長

防衛支局長

改定契約依頼書

年 月 日 契約番号 をもって貴殿と締結した土地

建物等賃（転）貸借契約書につき、この度別紙改定契約書案のとおり改定契約をし

たいので、何とぞ同意くださるようお願いします。

つきましては、同封の契約書等御閲読の上、該当箇所に記名押印の上契約書１部

を、返送くださるようお願いします。

なお、収入印紙には消印し、契約書には各葉ごとに割印をし、印鑑は原契約書に

押印した印鑑を御使用くださるようお願いします。



付紙様式第６５（第５３関係）

文 書 番 号

発簡年月日

賃（転）貸人 殿

防衛局長

防衛支局長

土地建物等形質変更通知書

年 月 日 契約番号 をもって貴殿と締結した土地

建物等賃（転）貸借契約書第９条に基づき、今般、下記のとおり形質変更を予定い

たしておりますので、通知します。

なお、この形質変更による損失補償契約の改定等については、別途協議します。

記

１ 現在の形状、構造、範囲等

２ 変更予定箇所

３ 変更の理由

４ 方法、程度

５ 変更後の状況

６ 完成時期



付紙様式第６６（第５３関係）

土地建物等形質変更通知受領書

防衛局長
殿

防衛支局長

賃（転）借人 住 所

氏 名

年 月 日契約番号

をもって賃貸した土地等の形

質変更につき 年 月 日

（文書番号）「土地建物等形質変更通

知書」正に受領した。

年 月 日

１４０×９０



付紙様式第６７（第５４関係）

賃（転）貸借契約継承に関する同意書

所 在

地番、地目

数 量

上記目録について、 年 月 日 登録番号 をもっ

て前所有者 から新所有者 が所有権の譲渡を受けた。

ついては、所有権移転前に国と所有権譲渡人 の間に締結された契約

番号 の土地建物等賃（転）貸借契約書による契約は、所有権譲受人が

その条項のとおり 年 月 日から継承する。

年 月 日

防衛局長
殿

防衛支局長

所有権譲渡人 住 所

氏 名

所有権譲受人 住 所

氏 名



付紙様式第６８（第５５関係）

文 書 番 号

発簡年月日

賃（転）貸人 殿

防衛局長

防衛支局長

賃（転）貸借契約期間更新依頼書

年 月 日 契約番号 をもって貴殿と締結した土地

建物等賃（転）貸借契約書による契約を同契約書第５条の規定により、 年

月 日から 年 月 日まで更新いたしたくお願いします。

なお、同封の承諾書に押印の上返送くださるようお願いします。



付紙様式第６９（第５５関係）

防衛局長
殿

防衛支局長

賃（転）貸人住所

氏名 ○印

契約更新承諾書

年 月 日 契約番号 土地建物等賃（転）貸借契約書

による契約を同契約書第５条の規定により、 年 月 日から

年 月 日まで更新することを了承する。



付紙様式第７０（第５７関係）

土地等損失補償契約書

土地等を自衛隊の施設として使用することによって生じた損失につき、

を甲とし、国を乙として、甲乙間において、下記条項により補償契約を締結する。

第１条 乙は、下記項目の損失を補償するため、駐留軍ノ用二供スル土地等ノ損失

補償等要綱（昭和27年７月４日閣議了解）及び同評価基準の例により算定した下

記補償項目の補償金額を、甲に支払う。

（補償項目） （補償金額） 円

合 計 円

第２条 甲は、前条の補償項目につき甲以外の権利者があるときは、甲においてこ

れを解決し、乙に対しては、前条の補償金以外には、一切請求をしない。

第３条 第１条の補償金額は、甲の支払請求があった後、30日以内に乙の指定する

場所において甲に支払う。

２ 乙は、上記30日以内に補償金を支払わなかったときは、政府契約の支払遅延

防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）の支払遅延利息を甲に支払うもの

とする。

３ 前項の遅延利息は、同法に基づき、財務省告示の定める利率によるものとす

る。

第４条 甲は、第１条の補償項目に関し、同条に定めた金額以外は、将来において

一切補償金の請求をしない。

第５条 この契約に基づく補償金に関し、当事者間に紛争を生じ、双方の協議によ

り解決しないときは、防衛施設地方審議会の意見を徹し、甲乙協議して決定す

る。

第６条 この契約に関し、当事者間に疑義を生じたときは、甲乙協議して決定す

る。この契約を証するため、契約書２通を作成し、各記名押印の上、甲乙各自１

通を保有する。

年 月 日

甲 住 所

氏 名 ○印

乙 国

支出負担行為担当官

防衛局長

防衛支局長

氏 名 □印



付紙様式第７１（第５７関係）

文 書 番 号

発簡年月日

請求者 殿

防衛局長

防衛支局長

損失補償契約締結依頼書

土地等を自衛隊の施設として使用することによって生じた損失の補償につき、貴

殿と協議の上作成した 補償調書に基づいて、同封損失補償契約書案の

とおり損失補償案約を締結したいと思います。

これに異議のない場合には、該当箇所に記名押印の上、その１部を返送願いま

す。

また、収入印紙には、消印し、契約書には、各葉ごとに割印をしてください。


